報告書　様式１

報　告　書

令和　　年　　月　　日

長野労働局長　殿
事業所名
代表者職・氏名　　　　　　　　　
当事業所においては、下記のとおり実施しましたので報告します。
記
□パートタイム・有期雇用労働法　第6条第1項　労働条件の文書交付等
短時間労働者及び有期雇用労働者に対し、□昇給の有無、□退職手当の有無、□賞与の有無、
□相談窓口　について、別添文書の交付により明示した。
注１：短時間労働者　昇給の有無、退職手当の有無・賞与の有無は平成20年4月1日以降、相談窓口は平成27年4月1日以降に雇い入れた（契約更新した）短時間労働者が対象。
注２：有期雇用労働者　令和2年4月1日以降(中小企業は令和3年4月1日以降)に雇い入れた（契約更新した）フルタイムの有期雇用労働者が対象。
□パートタイム・有期雇用労働法施行規則　第2条第2項　事実に基づく労働条件の明示
　短時間労働者及び有期雇用労働者に対し、□昇給の有無、□退職手当の有無、□賞与の有無、
□相談窓口　について、別添文書の交付により、事実に基づく労働条件を明示した。
□パートタイム・有期雇用労働法　第１3条　通常の労働者への転換推進
□ (1)　通常の労働者を募集する場合、その募集内容をすでに雇用している短時間労働者及び有期雇用労働者に周知する措置を講じ、別添「周知文書」により　　月　　日に周知した。
周知の方法（□ 掲示板等へ掲示、□ 文書を回覧、□ 配付）
□ (2)　通常の労働者のポストを社内公募する場合、すでに雇用している短時間労働者及び有期雇用労働者に応募する機会を与える措置を講じ、別添「周知文書」により　　月　　日に周知した。
周知の方法（□ 掲示板等へ掲示、□ 文書を回覧、□ 配付）
□ (3)　短時間労働者及び有期雇用労働者から通常の労働者へ転換するための試験制度を別添「就業規則」/　　　　　　　に設け、　　月　　日に周知した。
周知の方法（□ 掲示板等へ掲示、□ 文書を回覧、□ 配付）
□パートタイム・有期雇用労働法　第１4条第1項　雇用管理の改善措置の内容説明等
　 短時間労働者及び有期雇用労働者に対し、実施する雇用管理の改善措置の内容を　　月　　日に説明した。

説明の方法　(□ 口頭、□ 説明会、□ 文書交付)
注１：短時間労働者　平成27年4月1日以降に雇い入れた（契約更新した）短時間労働者が対象。
注２：有期雇用労働者　令和2年4月1日以降(中小企業は令和3年4月1日以降)に雇い入れた（契約更新した）フルタイムの有期雇用労働者が対象。
□パートタイム・有期雇用労働法　第16条　相談に対応するための体制整備
　 短時間労働者及び有期雇用労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制を整備
した。
報　告　書（記載例）
令和　　年　　月　　日
長野労働局長　殿
事業所名

代表者職・氏名　　　　　　　　　
当事業所においては、下記のとおり実施しましたので報告します。

記
□パートタイム・有期雇用労働法　第6条第1項　労働条件の文書交付等
短時間労働者及び有期雇用労働者に対し、□昇給の有無、□退職手当の有無、□賞与の有無、
□相談窓口について、別添文書の交付により明示した。

　　　　　              ※交付した文書を報告書に添付してください
□パートタイム・有期雇用労働法施行規則　第2条第2項　事実に基づく労働条件の明示
　短時間労働者及び有期雇用労働者に対し、□昇給の有無、□退職手当の有無、□賞与の有無、
□相談窓口　について、別添文書の交付により、事実に基づく労働条件を明示した。
□パートタイム・有期雇用労働法　第１3条　正社員への転換推進
□ (1) 通常の労働者を募集する場合、その募集内容をすでに雇用している短時間労働者及び有期雇用労働者に周知する措置を講じ、別添「周知文書」により　●月　●日に周知した。
周知の方法（□ 掲示板等へ掲示、□文書を回覧、□ 配付）
　　　　         　※周知した文書を報告書に添付してください

□ (2) 通常の労働者のポストを社内公募する場合、すでに雇用している短時間労働者及び有期雇用労働者に応募する機会を与える措置を講じ、別添「周知文書」により　　月　　日に周知した。
周知の方法（□ 掲示板等へ掲示、□ 文書を回覧、□ 配付）
□ (3) 短時間労働者及び有期雇用労働者から通常の労働者へ転換するための試験制度を別添「就業規則」/　　　　　　　に設け、　　月　　日に周知した。
周知の方法（□ 掲示板等へ掲示、□ 文書を回覧、□ 配付）

□パートタイム・有期雇用労働法　第１4条第1項　実施する雇用管理の改善措置の内容説明等

　短時間労働者及び有期雇用労働者に対し、実施する雇用管理の改善措置の内容を　●月　●日
に説明した。

説明の方法　(□ 口頭、□ 説明会、□ 文書交付)
　　　      ※説明した内容を記した書類等を添付してください
□パートタイム・有期雇用労働法　第16条　相談に対応するための体制整備
　短時間労働者及び有期雇用労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制を整備
した。

注１　該当する項目に✓チェックしてください
注２　周知、説明等をした日を記載してください
注３　交付した、周知した、説明した等の書類を必ず添付してください
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